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第1章 調査概要 
1. 要請内容 
当初要請 
・複合機能施設の建設（2 階建 延床面積約 3,300 ㎡ 建設地はシーギリヤ遺跡入口） 
 面積の機能別内訳は展示約 2,000 ㎡、管理約 1,300 ㎡ 
・博物館で使用する機材（AV 機器、コンピュータ、照明機材、事務機器等） 
 
予備調査で確認したもの 小川を跨ぐ橋形式の建物 
・複合機能施設の建設（2 階建 延床面積 3,634 ㎡ 建設地はシーギリヤ遺跡入口） 
 面積の機能別内訳は展示 1,932 ㎡、管理 1,300 ㎡、研究 828 ㎡ 
 
2. 調査目的 
(1) 基本設計調査を円滑に進めるための要請絞込み 
・スリランカ（以下「ス」国）側全体計画の確認 
・文化遺産無償資金協力（以下「文化遺産無償」）の制度説明 
・要請された施設に求める機能とそれに必要な仕様を確認 
・日本側が想定する建設コストの説明 
・「ス」国側が提示した建設コストの内容確認 
・上記を踏まえた要請内容の絞込み 
(2) 建設予定地の確認  
・建設予定地に埋蔵文化財がないことを「ス」国側に確認 
・観光客の動線や周囲の景観を踏まえた合理的な立地を確認 
(3) その他 
・シーギリヤも対象としている円借款案件との調整 
国際協力銀行（JBIC）が実施中の案件形成促進調査（SAPROF）「スリランカ観光

基盤整備事業」と情報を交換し実施案件の内容を調整 
 
 当初要請は、文化遺産無償の枠組みと過去の実績からみて規模が過大と JICA は

判断した。他方、「ス」国側は独自の積算を提示し、この規模は妥当と主張してい

た。そのため、JICA は上記を目的として本調査団を派遣した。 
 

3. 調査団の構成 
・総括     植嶋卓巳  JICA スリランカ事務所長 
・計画管理  新井和久  JICA 無償資金協力部業務 2 グループ生活改善チーム主査 
・建築計画 重里輝夫  JICA 無償資金協力調査員 
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4. 調査日程 
平成 16 年 11 月 8 日(月)～11 月 12 日(金) (5 日間) 
 
11 月 8 日（月） 日本大使館・JICA 事務所との協議 「ス」国側との協議 
11 月 9 日（火） シーギリヤ遺跡現地調査 「ス」国側との協議 
11 月 10 日（水） ポロンナルワ博物館視察 
    JBIC SAPROF 調査団との協議 JBIC 事務所との協議  
11 月 11 日（木） 現地日本企業からの聞き取り 「ス」国側との協議  
    日本大使館との協議 
11 月 12 日（金） 「ス」国側との協議 ミニッツ署名 日本大使館への報告 
 
5. 主要面談者 
Mr. A.P.A Gunasekera    Secretary 

      Ministry of Cultural Affairs and National Heritage 

       (MCANH) 

 

Mr. J.H.J.Jayamaha Additional Director General  

Department of External Resources, Ministry of Finance 

 

Dr. W.H.Wijayapala Director General, 

Department of Archaeology, MCANH  

and Central Cultural Fund 

 

Mr. Chandana Ellepola Adviser Architect 

 

須田明夫 特命全権大使  在スリランカ日本大使館 

大西英之 一等書記官     〃 

松尾秀明 一等書記官     〃  

 

江島真也 コロンボ首席駐在員 国際協力銀行 

金哲太郎 調査第 2部第 3班    〃 

 

木村雄一郎 SAPROF 調査団  （株）パデコ 
 
6. 調査結果概要 
(1) 先方との協議結果 
 「ス」国側が独自の設計案に固執し、文化遺産無償を前提とした要請内容の絞込み

は出来なかった。そのため、今後取り得る選択肢として以下の 4 案を確認した。 
 
・第 1 案 
 他の資金により施設を建設し、その施設で使用する機材を文化遺産無償で調達する 
・第 2 案 
 施設の下半分を文化遺産無償で建設し、残りをスリランカ側が建設する 
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・第 3 案 
 規模を縮小し再設計した施設を文化遺産無償で建設する 
・第 4 案 
 施設を機能別に分割しその一つを文化遺産無償で建設する 
  
(2) 現地調査結果 
＜サイト＞ 
「ス」国側が想定する建設予定地は、埋蔵文化財と観光客等の動線に関しては特段

の問題はない。しかし、地耐力調査は必要（「ス」国側未実施）。 
 
＜実施機関の体制＞ 
中央文化基金（Central Cultural Fund、以下「CCF」）は、スリランカ国内の文化財

保護を目的として、文化省の下に 1980 年に設立された総員約 440 名（うち管理職・

技術職が約 40 名）の政府関係機関。本件の実施機関として も妥当な組織である。

地域毎に CCF と契約を結んだ外部のコンサルタントが文化財保護をはじめとする活

動の統括を行っている 
 
＜建設コスト＞ 
 「ス」国側が提示した建設コストが極めて安価だったので、その内容を精査し、無

償資金協力とは積算の前提が異なることを確認した。この差異を修正すると「ス」国

側積算は想定しうる範囲内に収まった。 
 
(3) 結論要約 
 11 月上旬の予備調査現地協議では、「ス」国側要請は文化遺産無償で対応するには

過大なこと、「ス」国側は規模縮小に応じないことを確認した。この 2 点を「現時点

での制約」として相互に認めたうえで、「ス」国側が計画する複合機能施設を建設す

るために取り得る将来の選択肢が 4 つあり得ること、４つの選択肢には日本側・「ス」

国側それぞれの賛成理由、反対理由、考慮するべき条件があることを確認した。将来、

いずれかを選択する際の参考とするため、これらは選択肢毎の「ノート」として協議

議事録に記載した（詳細は添付議事録を参照）。 
 また、円借款との連携に関しては、上記の交渉状況を SAPROF 調査団と JBIC コロ

ンボ事務所に適宜連絡している。4 つの選択肢の中には建設資金として円借款を想定

するものもあったので、その点も報告した。 
 
＜補足＞ 
 予備調査後、外交ルートでの交渉を経て、2004 年 12 月に「ス」国側は選択肢第 3
案を前提とした規模縮小に応じることとなった。 
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第2章 要請の確認 
1. 要請の背景と経緯 
 シーギリヤ遺跡はコロンボの北東約 160Km、「ス」国のほぼ中央に位置する。高さ

約 200m の岩山（シーギリヤロック）とその周囲に残る 5 世紀後半の王都の跡で、1982
年に UNESCO 世界文化遺産に指定された。岩山頂上の王宮跡や山腹の岩肌に描かれ

た 18 人の女性のフレスコ画（シーギリヤレディ）は「ス」国 大の観光資源で、年

間 66 万人（2002 年）が同遺跡を訪れている。 
 シーギリヤロック入口の既存博物館は老朽化が著しく、遺物の管理や展示が十分に

は出来ていない。｢ス｣国政府は、今後も増加が見込まれる観光客へのサービス向上、

観光客の混雑緩和、遺跡の保護、考古学調査成果の展示等を目的として、展示棟・講

堂・事務所等の複合機能を有する施設の建設を我が国文化遺産無償案件として要請し

た。 
 
2. サイトの状況と問題点 
＜サイトの状況＞ 
「ス」国側が予定している建設地は、シーギリヤロックを取り囲む外堀の外側にあ

り、現博物館から約 100m 外側に位置する。要請施設へ観光客等を導くために周辺道

路の付け替えを計画しており、道路新設工事は一部を実施済みで、動線に関する問題

は特にない。建設予定地に埋蔵文化財がないことは「ス」国考古局が既に確認してい

る。「ス」国側は、小川を跨ぐ橋形式の建物を設計しているものの地耐力試験は行っ

ていない。 
 
＜建設コスト＞ 
建設コストに関する調査結果を以下に述べる。現在、我が国の無償資金協力では制

度上の制約によりコスト高となる傾向が否定できない。主な要因として以下の点があ

げられる。 
 ・E/N 期間内の完工を前提とした工期の厳守 
 ・予備費のない一括契約（Lump Sum） 
 ・品質の重視 
 ・受注者が日本企業限定（日本人の高い人件費が影響する） 
 特に施設案件ではコンサルタント常駐監理者と建設会社常駐管理者として通常は

日本人が現地に滞在する。上限 3 億円という比較的小規模な文化遺産無償では、この

常駐者コストの影響が非常に大きい。 
 他方、JICA は無償案件のコスト引き下げに努力を重ねてきた。その経験を踏まえ

ると、当初「ス」国側が提示した積算は想定を超えて安価であった。本調査では｢ス｣

国側積算内容の精査と現地の本邦建設業者への聞き取りを行った。その結果、日本側

積算と「ス」国側積算では前提条件が異なっており、この差を補正すると「ス」国側

積算は日本側の想定範囲内であることを確認した。具体的には以下のとおり。 
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今回「ス」国側が提示した建設費積算（設計及び施工監理費用は含まない） 
・ 施設概要 二階建て 3,634 ㎡    仕様は現地基準 
・ 積算価格 1.52 億ルピー（1.52 億円）   1 ルピー＝１円 
・ 平米単価 41,827 ルピー/㎡（41,827 円/㎡） 1.52 億ルピー÷3,634 ㎡ 
 
他案件の平米単価実績（設計及び施工監理費用は含まない） 
・スリランカ以外で実施した過去の文化遺産無償案件（2002-4 年）11～17 万円/㎡ 
・スリランカ初等・中等学校施設改善計画（1999 年）約 5.8 万円/㎡ 簡素な仕様 
 
 図１は「無償資金協力案件に係る概算事業費積算ガイドライン（建築編）」より抜

粋した無償資金協力の建築建設費構成である（免税を前提としているので税金は含ま

ない）。 
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図 1 建築建設費構成図  概算事業費ガイドライン（建築編）ｐ.14 より  
 

 精査の結果、今回「ス」国側が提示した積算には「一般管理費等」と「間接工事費」

が全く含まれていないこと、「直接工事費」にも「設備工事費」の一部など計上され

ていない費用があることを確認した。 
 「ス」国では、まず直接工事費のみで契約相手を決定し、その後に一般管理費等と

間接工事費を交渉で決定する例が多い。予算取りの段階では 2～3 割の掛け目をかけ

てこれらの費用を見込むが、今回の協議で提示された積算にはこの掛け目による概算

額も含まれていなかった。過去の実績を踏まえ、間接工事費を直接工事費の概ね 4 割、

一般管理費等を直接工事費と間接工事費合計の概ね 1 割と想定して「ス」国側積算を

補正すると以下のとおりとなる。 
 

建築工事費

設備工事費

その他工事費

技能工派遣費

家具・備品費

輸送梱包費

その他

準備費

工事原価 仮設建物費

工事施設費

環境安全費

共通仮設費 動力用水光熱費

技術管理費

屋外整理清掃費

機械器具費

輸送梱包費

建 その他

築

建 労務管理費

設 安全・衛生費

費 保険料

現場管理費 従業員給料・手当

旅費・日当・宿泊費

退職金

法定福利費　　　　

福利厚生費

事務用品費

通信・交通費

補償費

工場立会検査費

雑費

図3-1-2　建築建設費構成図

一般管理費等

間接工事費

直　接　工　事　費
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直接工事費  1.52 億円 「ス」国側積算を採用 
間接工事費  0.61 億円 1.52 億円×0.4 
一般管理費等  0.21 億円 （1.52+0.61）億円×0.1 
合計   2.34 億円 
平米単価  64,392 円/㎡ 2.34 億円÷3,634 ㎡ 

前述のとおり、仕様が簡素な「初等・中等学校施設改善計画」（1999 年）の平米単

価が約 5.8 万円/㎡であったので、今回提示された「ス」国側積算は想定範囲内と判断

した。ただし、実際に我が国無償資金協力で施工をする際には、これにある程度の上

乗せが生じると思われる。理由は以下のとおり。 
 
・「ス」国積算には直接工事費に設備工事費の一部など計上されていない費用がある 
・現地業者が日本企業に対してはより割高な見積りを出す可能性が高い（詳細後述） 
・「ス」国と無償案件で仕上げ等の基準が異なる 
・「ス」国では材料費が高騰中（直近 1 年間で 30-40％上昇、特に砂は 2 倍） 

要請された施設の仕様について、「ス」国側は簡素なもので十分としたので、「ス」

国側が求める仕様・品質の実例として、シーギリヤの北東約 60km にあるポロンナル

ワ博物館を視察した。この建物は「ス」国が独自に施工したもので 1997 年に完成し

ている。オランダの指導を受けた館内照明や展示は洗練されており、全体的な印象は

良い。これを踏まえると、施設の外見・見映えに関しては「ス」国の主張にも肯ける

部分は少なくない。しかし、コンクリートの仕上げでは豆板が目立ち、表面が剥落し

錆びた鉄筋がむき出しになっている部分もあった。完成後 10 年弱しか経っていない

ことを踏まえると、施工時の品質管理に問題があったと思われる。無償資金協力で案

件を実施する場合には改善が必要な点と考える。 
 コスト削減との兼ね合いで仕様・品質を検討する際には、優先するべき事項を明確

にしたうえで、様々な得失を総合的に考慮する必要がある。 
 
＜在「ス」国本邦建設会社からの聞き取り＞ 
 上記と関連し、在「ス」国本邦建設会社への聞き取り結果を以下に述べる。聞き取

り出来たのは 1 社のみなので、全てが一般的に当てはまる事項とは言い切れないが、

今後考慮するべき点は多いと考える。 
 
・割高な労賃 
 無償資金協力案件では作業員レベルに至るまできちんとした人間を雇うため、採用

時の身許確認等に手間をかけている（身許を証明する書類の取り付け等）。この手間

はコストにはねるし、しっかりした人間はそうでない人間と比べれば労賃も高めにな

る。また、工期が厳しい時には労賃を上げてでも人を集めざるをえなかった。一旦上

げた労賃を下げるのはなかなか難しく、「一時的に上げたはず」の労賃が次回の基準
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になってしまう例は少なくない。その積み重ねが無視できない差額となっている。 
 なお、スリランカでの一般的な労賃割り増し条件は以下のとおり。 
 
  残業   1.25 倍 
  日曜日勤務 1.50 倍 
  祝日勤務  2.00 倍  Public Holiday 
  特別な祝日勤務 3.00 倍  Mercantile Holiday 
 
・資材の高騰 
 躯体の材料費がこの 1 年で概ね 30～40%価格が上昇した。特に砂は採集が制限さ

れたため 2 倍に高騰している。調査時の価格は以下のとおり。 
 
  鉄筋 US$580-600/トン 
  セメント US$70/トン 
  砂利 3,400-3,500 ルピー/Cube（1Cube=2.83 ㎥） 
  砂  5,000 ルピー/Cube 

・監督体制 
品質管理のため工事中は日本人を常駐させている。通常、日本人 1 名の下に、スリ

ランカ人サイトマネージャー1 名、スリランカ人エンジニア 1 名、スリランカ人アシ

スタントエンジニア 1 名（場合によってはこれに加えてフォアマン１名）を直営で配

置し、この下に下請けの地元建設会社が入っている。これだけのしっかりした管理体

制にはそれなりの費用がかかる。さらに、完工 1 年後の瑕疵検査に備えた対応も必要

となっており、負担は小さくない。 
 
・建築基準 
 スリランカには英国基準（British Standard）の流れを汲む ICTAD（Institute for 
Construction Training and Development, Ministry of Housing and Urban 
Development）という建築基準があり、通常はこれに基づき設計を行っている。 
 
・補修 
 本来、瑕疵担保期間（通常 1 年間）を過ぎてからの修理は有償対応である。しかし、

我が国無償資金協力案件では、「日本の無償案件だから」という理由でこの期間を過

ぎてからでも無償で対応する例が少なくない。 
 
3. 要請内容の妥当性の検討 
 要請施設は、来訪者への情報提供、遺跡の保存と研究、遺跡の管理を統合して担う

もので、この基本構想の下で周囲の環境との調和にも配慮した設計を「ス」国側が既

に完成させ建築許可も取得していた。建築許可取得には 6 年を要しており、新たな設
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計に対して建築許可を取り直すと 2 年以上は必要と先方は想定している。「ス」国側

は自らの設計どおりの施設建設を強く求め、独自の積算を根拠に文化遺産無償の上限

3 億円以内で要請どおりの施設建設は可能と主張した。調査団は「ス」国側設計はよ

く検討されたものであり、永年の準備を経てこの設計に執着する事情は認めるものの、

文化遺産無償の過去の事例を踏まえると「ス」国側の設計をそのまま受け入れること

は難しいことを説明し、「ス」国側もこの点は理解した。 
 終的に、相互の立場を尊重したうえで今後取り得る選択肢について議論し、現地

日本大使館の助言も踏まえ、将来取り得る選択肢 4 案を議事録で確認した（詳細は議

事録参照）。また、施設の規模も「ス」国側が精査した 3,634 ㎡を 終要請として確

認した。 
 前述のとおり「ス」国側による設計はよく吟味されたものであるが、文化遺産無償

のみで建設するには規模過大と言わざるをえない。 
 
第3章 環境社会配慮調査（カテゴリーC 案件なので省略） 

埋蔵文化財のない場所に建設する小規模な施設でありカテゴリーC と分類した。 
 
第4章 結論・提言 
1. 協力内容スクリーニング 
第 1 章現地調査結果の補足に記載したとおり、「ス」国側は規模縮小を受け入れる

こととなった。縮小にあたっては展示機能の実現を 優先としている。先方の当初計

画を踏まえつつ、建設コストと仕様・品質を慎重に検討する必要がある。前述のとお

り「ス」国側は自らの設計に相当の自負を持っているので、再設計に際しては、「ス」

国側と十分に協議し理解を得て絞込みを進める必要がある。 
 
2. 基本設計調査に際し留意するべき事項 
(1) 仕様 
 建物の仕様・品質については、第 2 章 2 項「建設コスト」でも述べたとおり慎重な

検討が必要である。基本的には「ス」国側の希望を踏まえて簡易な仕様としつつ、建

設コスト、建物の寿命、将来の維持管理コスト、品質管理技術の移転等も考慮し適正

な仕様・品質を決定するべきである。 
 
(2) 建設コスト 
 第 2 章 2 項「建設コスト」で述べたとおり無償資金協力では「ス」国側の積算にあ

る程度の上乗せが想定される。この差を如何に縮めるかは、仕様、工期、工程等によ

るところが大きい。「ス」国側がコストの引き下げを強く望んでいることを踏まえ、

過去の無償案件を参考にしつつ、新たなコスト引き下げの工夫が必要である。 
 また、コスト引き下げに際しては、現行コストとの比較でどの部分が圧縮されるか、

それによって将来どのような影響が起こりうるかを「ス」国側に説明し納得を得る必
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要がある。 
 
(3) 建設許可取得 
 予備調査の協議で、「ス」国側は再設計に伴う建設許可の取り直しに 低 2 年かか

ると発言した。規模縮小に伴い建設許可の再取得が必要となる見込みだが、2003 年

12 月時点では、「ス」国側はその早期取得に 大限の努力をするとしているものの取

得時期は明確となっていない。 
 基本設計では、その後の案件実施を見据えて建築許可取得期限を明確にし、期限ま

でに取得できない場合の対応を、実施見送りも含めて日「ス」国関係者で予め合意し

ておくべきである。 
以上  
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